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参考：消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準（東京都の事例）（２）

東京都脳卒中カレンダーより一部改変
※ 実際には医療機関名が入る
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※島しょを除く二次保健医療圏別ごとに、圏域別事務局病院等にて関係各医療機関の情報を集約し作成
※都で１２圏域分を集約し、東京消防庁等と東京都脳卒中急性期医療機関（圏域別事務局病院等経由）に通知

以下、同様に、日勤帯・夜勤帯において、患者の受入が可能か○×で表記

以下、同様に、日勤帯・夜勤帯において、患者の受入が可能か○×で表記

３１日
（祝）（日） （金） （土） （日）

２９日２２日

平成２１年６月１日　現在

（水） （木） （金）（土） （日） （月） （火）
３０日２８日

（土） （木） （金） （土）（日） （月） （火） （水）
２５日

（月） （火）
２６日２１日 ２３日 ２４日 ２７日

（水） （木） （火） （水） （木） （金）
１８日 １９日 ２０日

医療機関名

１日 ２日 ３日
（水） （木） （金）

（水） （木） （金）

４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日

（月） （火）（火） （水） （木） （金）（金） （土） （日） （祝）
２９日 ３０日２７日 ２８日

（土） （日）
３１日

１１日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日

２５日 ２６日２３日 ２４日１７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日
（月） （火） （水） （木）（木） （金） （土） （日）（日） （月） （火） （水）

５日 ６日 ７日 ８日 １５日 １６日９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日

医療機関名

２日 ３日 ４日
（木） （金） （土）

１日
（水）

（例）平成２１年７月

Ｂ．t-PA以外の治療が可能な時間帯

Ａ．t-PAを含む治療が可能な時間帯 ※６月１日現在の情報であり、最新の情報が反映されていない場合があります。

東 京 都 脳 卒 中 急 性 期 医 療 機 関 カ レ ン ダ ー （ 二 次 保 健 医 療 圏 別 ）

【対象地域】 ○○区、○○区、○○区、○○区

※６月１日現在の情報であり、最新の情報が反映されていない場合があります。
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【考え方】

○ 特に【１】において重要な内容を、【３】の観察内容を伝達。

○ 医療機関選定後、傷病者の症状が変化した場合には、適宜医療機
関に伝達する。

○ 医療機関到着時、医師への引継には、以下の事項について行う。
① 現場到着時の傷病者の応対及び観察等の結果
② 現場での聴取又は確認できた受傷機転、症状の経過

③ 現場到着から医療機関到着までの所要時間とその間における傷
病者の病状経過

④ 救急処置の内容
⑤ 心電図、動脈血酸素飽和度の測定記録
⑥ その他、参考になると思われる事項

【５】消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するた
めの基準



その他、消防法に基づき定めることができる搬送及び受入れに関する基準

○ その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項

（例）
① 医療機関の受入可否情報を消防機関と医療機関との間で共有
するための基準（救急医療情報システムにおける表示項目や情報
更新頻度等に関する運用基準）

② １１９番通報時点で、特に重症度・緊急度が高いことが疑われた
場合に、指令センターで搬送先医療機関を確保しようとする際の
基準

③ 災害時における搬送及び受入れの基準 等

○ 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認め
る事項

（例）
① 搬送手段の選択に関する基準（ヘリコプターを使う場合等）

② 医師に現場への同乗を要請するための基準 等
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搬送先医療機関が速やかに決定しない場合に医療機関を確保するための基準のイメージ

搬送先医療機関が速やかに決定しない場合

受入れ困難

受入れ困難

受入れ困難

コーディネーターによる調整

コーディネーター
コーディネーターが受入医

療機関の調整を行い、その

調整結果に基づき、傷病者

の搬送及び受入れを実施

選定の依頼

回答

（例）

基幹病院による受入れ

地域の基幹病院が応急的

な処置を行い、その後の治

療は、必要に応じて転院先

医療機関で実施

応急的な処置
その後の治療

調整

搬送

搬送
転院
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今後のスケジュール

国 都道府県

改正消防法公布 （法律第３４号）

・ 傷病者の搬送及び受入れの
実施基準等に関する検討会

・ 都道府県関係者向説明会

・ 消防法の一部を改正
する法律の施行日を定
める政令（8月14日交付）

実施基準等のガイドライン（仮称）発出

改正消防法 施行

・ 協議会設立

協議会設立準備

・ 実施基準策定

５月１日

６月２９日

１０月30日
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